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０．はじめに 

 

平成２７年７月に策定された長期エネルギー需給見通し（以下「エネルギ

ーミックス」という。）においては、石油危機後と同等のエネルギー効率改善

（ＧＤＰ当たりのエネルギー効率を３５％程度改善）を実現し、平成２５年

度を基準年として令和１２年度（2030年度）に対策前比で原油換算 5,030万

kl程度の省エネルギー（以下「省エネ」という。）を達成するという見通し

が示されている。 

 

このエネルギーミックスの目標に向けて、産業・業務・運輸・家庭のそれ

ぞれの部門において、省エネを進めてきたところであるが、2020年１０月に

「2050年カーボンニュートラル」という新たな目標が掲げられ、徹底した省

エネの重要性が更に高まっている。 

 

こうした中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（昭和 54年法律

第 49号。以下「省エネ法」という。）においては、工場等を設置してエネル

ギーを使用する者に対し、エネルギーの使用の合理化（省エネ）を求めると

ともに、その具体的な目標としてエネルギー消費原単位を５年度間平均で年

１％以上低減すること（以下「原単位目標」という。）を努力義務として課し

てきた。 

また、原単位目標とは別に、業種・分野別に目指すべきエネルギー消費効

率の水準を定めて、その達成を求めるベンチマーク制度により、事業者の省

エネ取組を促進してきた。ベンチマーク制度は、2009年度よりエネルギー使

用量の大きい製造業から導入し、2016年度からは流通・サービス業にも対象

を拡大し、2019年度からは大学、パチンコホール、国家公務を対象とした。

現在、１５業種１９分野が対象となっており、産業・業務部門のエネルギー

消費の約７割をカバーしている。 

 

（図）ベンチマーク制度の対象範囲 
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これらの原単位目標又はベンチマーク目標を達成した事業者については、

優良事業者（Ｓクラス事業者）として、経済産業省ホームページで公表する

等の運用を実施している。2019年度報告（2018年度実績）では、Ｓクラス事

業者は約６割（6,434者）となっている。 

また、ベンチマーク制度については、産業部門では、電力供給業、石油化

学製品製造業、業務部門ではコンビニエンスストア業において、達成事業者

数が４０％を超えている。 

 

（図）事業者クラス分け評価制度（ＳＡＢＣ評価） 

 

 

（図）ベンチマーク制度の達成状況（青字は達成率 40％以上） 
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また、令和元年度の工場等判断基準ＷＧにおいては、事業者の中長期的な

取組による目標達成を促す観点から、ベンチマークの目標年度について議論

を行い、2030年度を目標年度として設定するとともに、目標年度までにベン

チマーク対象事業者の過半数が目標を達成した場合等には目標値の見直しを

検討することとした。 

この際、現在のベンチマーク指標が各社の品種構成の違い等を考慮してお

らず、高機能製品を多く製品している場合等にはベンチマーク目標の達成が

困難である等の意見を踏まえ、事業者間のベンチマーク実績の差異が大きい

など、指標を大きく見直す必要がある場合には、継続的に見直しの検討を行

うこととした。 

このため、令和元年度の工場等判断基準ＷＧでは、産業部門では高炉によ

る製鉄業（１Ａ）及びセメント製造業（３）、業務部門では貸事務所業（１

２）のベンチマーク指標や目標値の見直しの検討を行った。 

 

今後、各事業者で更なる省エネを進めるに当たっては、国が示す基準の公

平性・適切性が極めて重要となる。このため、今年度の工場等判断基準ＷＧ

においても昨年度に引き続き、業種ごとの実態を踏まえたベンチマーク指

標・目標値について議論を行い、見直しの方針を決定した。 

また、この際、省エネ法のベンチマーク目標が国際的な観点に照らして妥

当な水準かどうかについて比較・検証を行い、目標値の設定の参考とした。 



5 
 

（図）令和２年度のベンチマーク制度の見直しのイメージ 

 

 

本報告書は、令和２年度の工場等判断基準ワーキンググループの審議を取

りまとめたものであり、本報告書の内容に沿って、適切に省エネ法の関係法

令が整備されることを期待する。 
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令和２年度工場等判断基準ワーキンググループ 審議経過 
 

第一回工場等判断基準ワーキンググループ（令和２年１０月７日） 

（１）議事の取扱い等について 

（２）ベンチマーク制度の見直し及び定期報告書のＷＥＢ化について 

 

 

第二回工場等判断基準ワーキンググループ（令和２年１２月２３日） 

（１）ベンチマーク制度の見直しについて 

（２）省エネ補助金について（報告事項） 

（３）石炭火力検討ＷＧでの議論の状況について（報告事項） 

 

 

第三回工場等判断基準ワーキンググループ（令和３年２月３日） 

（１）ベンチマーク制度の見直しに向けた個別論点について 

（２）定期報告書のＷＥＢ化について（報告事項） 

（３）工場等判断基準ワーキンググループ中間取りまとめ（案）について  
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※４ 第二回より出席 
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１．産業部門におけるベンチマーク制度の見直し 

 

省エネ法では、工場等を設置してエネルギーを使用する者に対し、原単位

目標の達成を努力義務として課すとともに、鉄鋼業、セメント製造業、化学

産業、製紙業などのエネルギー多消費産業に対しては、業種・分野別にエネ

ルギー消費効率の指標（ベンチマーク指標）を設定し、中長期的に目指すべ

き水準（ベンチマーク目標）を定めて達成を求めるベンチマーク制度によ

り、省エネを推進してきた。 

ベンチマーク制度は、平成２１年度の制度開始から１０年以上が経過する

中で、業種・分野別の課題が明らかになっており、個々に指標・目標値を見

直す必要性が高まっている。 

例えば、次の図は、2013年度から 2017年度までの各年度において定期報

告がなされたベンチマーク指標の変動係数 1を業種別に示したものである。

特に「1B 電炉による普通鋼製造業」「1C 電炉による特殊鋼製造業」、「4A 洋

紙製造業」、「4B 板紙製造業」の変動係数が高くなっており、事業者間の差が

大きくなっている。 

 

 

（図）各業種・分野のベンチマーク指標における変動係数 

 

 

 

 

                                                   
1 標準偏差を平均値で除した値であり、相対的なばらつきを示す。 
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こうした中、令和元年度の工場等判断基準ＷＧ中間取りまとめでは、 

『一部の事業においては、事業者間のベンチマーク指標の差が極端に大

きく、省エネの状況を必ずしも的確に反映できていない可能性があ

る。そのため、エネルギー消費効率以外の影響要因を可能な限り排除

する必要がある。』 

と記載され、具体的には、①生産工程の途中で投入又は除去される原材料

や半製品の製造等に使用されるエネルギーによる影響、②代替燃料（廃

熱、廃棄物、再エネ等）の投入による影響、③製品構成によるエネルギー

使用量の差異のような要因が認められる場合には、見直しの検討を行うべ

きとされた。 

これまでの議論を踏まえ、今年度の審議においても引き続き、業種・分

野別の課題を踏まえたベンチマーク指標及び目標の見直しを行った。 

 

なお、ベンチマーク指標の見直しに当たっては、以下の点を踏まえるこ

とが重要である。 

ベンチマーク指標の見直しの方針 

1. 当該事業で使用するエネルギーの大部分をカバーできること 

2. 定量的に測定可能であること 

3. 省エネの状況を正しく示す指標であること（省エネ以外の影響要因

を可能な限り排除する） 

例：バウンダリーの違い、製品種類の違い、再エネ・廃熱の利用等 

4. わかりやすい指標であること（過度に複雑なものは不適切） 

 

  また、ベンチマーク目標の見直しに当たっては、以下の考えを基本とする

こととした。 

ベンチマーク目標の水準の基本的考え方 

1. 最良かつ導入可能な技術を採用した際に得られる水準 

2. 国内事業者の分布において、上位１～２割となる事業者が満たす 

水準 

3. 国際的にみても高い水準 

 

さらに、国際的な観点から省エネ法ベンチマーク目標の水準が妥当かを検証

するため、ＥＵ－ＥＴＳ（欧州域内排出量取引制度）の製品ベンチマークとの

比較を行うことが有効である。 
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同制度は、2005年から開始されたＥＵ域内での排出量取引制度であり、対象

事業者にＣＯ₂排出のための排出権の所持を求めるものである。また、超過達

成分は他社に販売することが可能であり、達成が困難な者は排出権を購入する

ことで義務を果たすこととなる。 

鉄鋼業やセメント製造業等には、排出権が無償割当されており、無償割当量

は、製品別のベンチマーク指標等により決定する。同指標は、各セクターの温

室効果ガス（ＣＯ₂、Ｎ₂Ｏ 等）排出効率の上位１０％の平均効率により算出

されており、日本の省エネ法ベンチマーク目標値の設定と類似の考えに基づい

ている。 

 

ＥＵ-ＥＴＳの無償割当方法 

無償配分量 

＝製品ベンチマーク(CO₂トン/製品トン)※1×活動量(生産量等)×調整係数※2 

 

※1 各産業セクターの GHG排出効率の上位１０％の平均効率により算出 

※2 カーボンリーケージ係数：生産拠点移転により CO₂が増加するリスクを

加味した係数 等 
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（１） 電炉による普通鋼製造業 
① ベンチマーク指標の現状・課題 

電炉による普通鋼製造業のベンチマーク指標は、以下のとおり設定され、目

標値は 0.143kl/tとなっている。令和元年度定期報告における報告事業者数は

３１者であり、このうちベンチマーク達成は５者（16.1％）となっている。 

 

電炉による普通鋼製造業ベンチマーク指標 

上工程のエネルギー消費原単位(粗鋼量(t)当たりのエネルギー使用量) 

＋下工程のエネルギー消費原単位(圧延量(t)当たりのエネルギー使用量) 

 

ベンチマーク目標の水準が国内事業者の分布において、上位１～２割となる

事業者が満たす水準に設定されるものであることを踏まえると、水準感は適切

であるが、事業者間の変動係数が 0.142と他業種に比べて高く、ベンチマーク

達成事業者と未達成事業者との間に大きな差がある。 

この達成状況の差は、各社における省エネ取組によるものだけではなく、製

品によってエネルギー消費原単位の異なる製造プロセスを通過することが起因

している可能性がある。 

 

 

 

このため、ベンチマーク報告事業者へ製造プロセス等に関する実態把握調査
2を実施し、各製品が通過するプロセスのエネルギー消費原単位の分析を行っ

た。 

 

                                                   
2令和元年度の電炉普通鋼製造業ベンチマーク報告事業者（32 者）にアンケートを発出。

データ欠損等があった事業者を除外した 28 者のデータを使って分析を実施。 
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その結果、上工程・下工程それぞれにおいて、製品・品種によって異なる製

造プロセスを通過することで、各社のエネルギー消費原単位に差が生じている

ことがわかった。具体的には、以下のとおりである。 

 

【上工程（精錬プロセス等）のエネルギー消費原単位】 

炉外精錬プロセス通過あり：0.132(kl/t) 

炉外精錬プロセス通過なし：0.117(kl/t) 

※品質によって通過の有無が決定 

 

【下工程（圧延プロセス等）のエネルギー消費原単位】 

異形棒鋼：0.040(kl/t)  線材 ：0.061(kl/t)  平鋼：0.080(kl/t) 

形鋼  ：0.064(kl/t)  Ｈ形鋼：0.063(kl/t)  鋼板：0.065(kl/t) 

 角鋼  ：0.072(kl/t)  丸鋼 ：0.070(kl/t) 

 

② ベンチマーク指標の見直しの方針 

ベンチマーク制度は、事業者の省エネ取組・実績を評価するものであるとこ

ろ、製品構成の違いのように省エネ取組とは無関係な要素によって各社のベン

チマーク指標に差が生じている場合には、算定式の補正を行い、省エネ取組の

状況を正しく表す指標とする必要がある。 

 

このため、①の分析結果を踏まえて各事業者のベンチマーク指標の算定に当

たって、上工程・下工程それぞれにおいて、以下のとおり補正を行うこととし

た。 

【上工程】炉外精錬プロセスの通過の有無によるエネルギー消費原単位の違

いを補正する。 

【下工程】製品によるエネルギー消費原単位の違いを補正する。 

 

なお、補正に当たっては、各事業者が業界の平均的なプロセス・製品構成に

なった場合の値(推計値)に補正することとしている。また、補正の算定の際に

用いるプロセス・製品ごとの固定値は、工場等におけるエネルギーの使用の合

理化に関する事業者の判断の基準（以下、「工場等判断基準）」という。）の別

表に定める。 
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また、各事業者のベンチマーク指標の算定式が変更されることにより、達成

事業者数が４者減少 3するが、これはエネルギー消費原単位の低い異形棒鋼等

を主に製造している者の補正係数が１を超えるため、見かけ上のベンチマーク

指標が悪化することが要因である。 

今回の見直しによりベンチマーク指標が変わり、達成事業者数も変動するこ

とが想定される。このため、目標値について、業界の上位１～２割の事業者が

達成している水準に再設定する。具体的には、上位 15％程度が達成している水

準※である 0.150kl/tに見直す。 

※アンケート調査に基づく試算 

 

電炉による普通鋼製造業ベンチマークの新指標及び目標値 

上工程のエネルギー消費原単位(粗鋼量(t)当たりのエネルギー使用量) ×補正係数※1 

＋下工程のエネルギー消費原単位(圧延量(t)当たりのエネルギー使用量) ×補正係数※2 

＝0.150kl/t 

 

※1： 業界の平均的なプロセス構成になった場合のエネルギー使用量 

÷ 各事業者の炉外精錬の有無を考慮したエネルギー使用量 

※2： 業界の平均的な品種構成になった場合のエネルギー使用量 

    ÷ 各事業者の製造品種を考慮したエネルギー使用量 

 

③ 国際的な観点からのベンチマーク目標の検証 

 省エネ法ベンチマーク目標値が国際的な観点から妥当な水準となっているか

を検証するため、ＥＵ－ＥＴＳの製品ベンチマークとの比較を行った。 

両制度で対象としているプロセスが異なるなど、単純比較は困難であるが、

試算上は、省エネ法の電炉普通鋼製造業のベンチマーク値は、ＥＵ－ＥＴＳの

値と遜色ない水準となっている。 

 

【省エネ法ベンチマーク値】   0.221t-CO₂/トン（上工程のみで算出） 

【ＥＵ－ＥＴＳベンチマーク値】 0.283t-CO₂/トン（第３フェーズの値） 

 

※日本の電炉による普通鋼製造業のベンチマーク目標値は、エネルギー消

費原単位（kl/t）であるため、EU-ETSと同様の tCO₂原単位に換算した。

換算係数は、総合エネルギー統計の電気炉の値より算出した。 

※省エネ法のベンチマーク目標値と EU-ETSの製品ベンチマークは、エネル

ギーのバウンダリーが完全に一致していない。 

                                                   
3 2019 年度のベンチマーク報告事業者の実績値を補正した結果 
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（参考）ＥＵ－ＥＴＳの電炉普通鋼ベンチマークの基本情報 

ベンチマーク値 0.283（tCO₂/トン）（第３フェーズの値） 

製品単位 鋳造後の二次粗鋼トン 

（Tonne of crude secondary steel ex-caster） 

対象製品 ８％未満の金属合金元素とトランプ元素※を含む鋼で、

高い表面品質と加工性が要求されない製品への使用に

限定されるもの。 

※鉄と同等もしくは鉄以上に酸化しにくい元素（ス

ズ、ニッケル等）であり電炉特有の管理元素 

対象プロセス 次の①から⑨までのプロセスと直接又は間接的に関連し

ているプロセス。なお、圧延及び加熱プロセス(下工程)

は含まない。（下図参照） 

①electric arc furnace（電気アーク炉） 

②secondary metallurgy（二次精錬） 

③casting and cutting（鋳造と切断） 

④post-combustion unit（ポスト燃焼ユニット） 

⑤dedusting unit（除塵ユニット） 

⑥vessels heating stands（容器加熱スタンド） 

⑦casting ingots preheating stands 

（鋳造インゴット予熱スタンド） 

⑧scrap drying（スクラップ乾燥） 

⑨scrap preheating（スクラップ予熱） 
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（２）電炉による特殊鋼製造業 

① ベンチマーク指標の現状・課題 

電炉による特殊鋼製造業のベンチマーク指標は、以下のとおり設定され、目

標値は 0.36kl/tとなっている。令和元年度定期報告における報告事業者数は

１６者であり、このうちベンチマーク達成は５者（31.3％）となっている。 

 

電炉による普通製造業ベンチマーク指標 

上工程のエネルギー消費原単位(粗鋼量(t)当たりのエネルギー使用量) 

＋下工程のエネルギー消費原単位(出荷量(t)当たりのエネルギー使用量) 

 

ベンチマーク目標の水準が国内事業者の分布において、上位１～２割となる

事業者が満たす水準に設定されるものであることを踏まえると、水準感は概ね

適切であるが、事業者間の変動係数が 0.54と他業種に比べて高く、ベンチマ

ーク達成事業者と未達成事業者との間に大きな差がある。 

この達成状況の差は、各社における省エネ取組によるものだけではなく、製

品によってエネルギー消費原単位の異なる製造プロセスを通過することが起因

している可能性がある。 

 

このため、ベンチマーク報告事業者へ製造プロセス等に関する実態把握調査
4を実施し、各製品が通過するプロセスのエネルギー消費原単位の分析を行っ

た。 

その結果、上工程において製品によって異なる炉を通過することでエネルギ

ー消費原単位に違いが生じ、下工程において一部の製品のみが通過する製造プ

                                                   
4令和元年度の電炉特殊鋼製造業ベンチマーク報告事業者（16 者）にアンケートを発出。

データ欠損等があった事業者を除外した 13 者のデータを使って分析を実施。 
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ロセスが存在することによってエネルギー消費原単位に差が生じていることが

わかった。具体的には、以下のとおりである。 

 

【上工程】 

・製品によって通過する炉の大きさが異なり、炉容量が小さいほどエネルギ

ー消費原単位が悪化する。 

 

【下工程】 

・自由鍛造（２回以上鍛造を行う）：0.088kl/t（作業量） 

・二次溶解           ：0.316kl/t（作業量） 

・磨帯鋼
みがきおびこう

を製造する冷間加工工程：0.166kl/t（作業量） 

・粉末製造と加工工程      ：0.551kl/t（製造量） 

 ※一部の製品のみ通過するエネルギー消費原単位の高いプロセス 

 

② ベンチマーク指標の見直しの方針 

ベンチマーク制度は、事業者の省エネ取組・実績を評価するものであるとこ

ろ、製品構成の違いのように省エネ取組とは無関係な要素によって各社のベン

チマーク指標に差が生じている場合には、算定式の補正を行い、省エネ取組の

状況を正しく表す指標とする必要がある。 

 

このため、①の分析結果を踏まえて各事業者のベンチマーク指標の算定に当

たって、上工程・下工程それぞれにおいて、以下のとおり補正を行うこととし

た。 

【上工程】25t/ch5未満の炉のエネルギー消費原単位を炉容量 25t/ch相当の    

エネルギー消費原単位に補正する。なお、上工程のうち、炉のエ 

ネルギー消費原単位（電力消費原単位）のみを補正するため、上

工程全体のエネルギー消費量に占める炉のエネルギー使用量（加

重平均値（0.61））を補正係数に乗じ、0.39を加算する。 

 

（炉容量の補正の考え方） 

ベンチマーク報告事業者への調査・ヒアリングの結果、航空機

エンジンシャフト等の生産量（需要）が少ない特殊品は、最大

で 25t/chの炉で厳選された原材料を溶解し、自動車用鋼等の

                                                   
5 ここでは t/ch は１度の溶解で生産される粗鋼量を示す。 
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量産品やステンレス鋼（台所の流し台等）等の汎用品は、

25t/ch以上の炉でスクラップを溶解していることが示された。

なお、特殊品は生産量が限定的であり炉を拡大する省エネ余地

が小さいが、量産品等は生産量が多く炉を拡大する省エネ取組

によりエネルギー消費原単位を改善させる事業者が存在する。 

特殊品が通過する炉が最大で 25t/chであることを踏まえる

と、25t/ch未満の炉を補正することにより、製品の違い（特殊

品製造）によるエネルギー消費原単位の差が改善する。 

 

【下工程】エネルギー消費原単位の大きい４プロセスを対象にプロセスの違

いによって追加となるエネルギー使用量を控除する。 

 

 なお、各事業者のベンチマーク指標算定式の補正を行うことにより業界平均

値が低下 6するが、達成事業者数は増減しないことを踏まえ、目標値の見直し

は実施しない。 

 

電炉による特殊鋼製造業ベンチマークの新指標 

上工程のエネルギー消費原単位(粗鋼量(t)当たりのエネルギー使用量) ×補正係数※1 

＋下工程のエネルギー消費原単位(圧延量(t)当たりのエネルギー使用量) ×補正係数※2 

 

※1： （全ての炉の炉容量が 25t/chになった場合の電力消費量 

    ÷ 25t/ch未満の炉における炉容量の違いを考慮した電力消費量） 

     × 0.61 ＋ 0.39 

※2： 下工程のエネルギー消費原単位のエネルギー使用量から４プロセス分の

エネルギー使用量を控除 

 

 

③ 国際的な観点からのベンチマーク目標の検証 

 省エネ法ベンチマーク目標値が国際的な観点から妥当な水準となっているか

を検証するため、ＥＵ－ＥＴＳの製品ベンチマークとの比較を行った。 

両制度で対象としているプロセスが異なるなど、単純比較は困難であるが、

試算上は、省エネ法の電炉特殊鋼製造業のベンチマーク値は、ＥＵ－ＥＴＳの

値と遜色ない水準となっている。 

 

                                                   
6 2019 年度のベンチマーク指標の実績値を補正した結果、平均値は、0.74kl/t から

0.60kl/t に低下 
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【省エネ法ベンチマーク値】   0.338-tCO₂/トン（上工程のみで算出） 

【ＥＵ－ＥＴＳベンチマーク値】 0.352-tCO₂/トン（第３フェーズの値） 

 

※日本の電炉による特殊鋼製造業のベンチマーク目標値は、エネルギー消

費原単位（kl/t）であるため、EU-ETSと同様の tCO₂原単位に換算した。

換算係数は、総合エネルギー統計の電気炉の値より算出した。 

※省エネ法のベンチマーク目標値と EU-ETSの製品ベンチマークは、エネル

ギーのバウンダリーが完全に一致していない。 

 

（参考）ＥＵ－ＥＴＳの電炉特殊鋼ベンチマークの基本情報 

ベンチマーク値 0.352 tCO₂/トン（第３フェーズの値） 

製品単位 鋳造後の二次粗鋼トン 

（Tonne of crude secondary steel ex-caster） 

対象製品 ８％以上の金属合金元素とトランプ元素を含む、又は高

い表面品質と加工性が要求される鋼 

対象プロセス 次の①から⑨までのプロセスと直接又は間接的に関連し

ているプロセス。（下図参照） 

①electric arc furnace（電気アーク炉） 

②secondary metallurgy（二次精錬） 

③casting and cutting（鋳造と切断） 

④post-combustion unit（ポスト燃焼ユニット） 

⑤dedusting unit（除塵ユニット） 

⑥vessels heating stands（容器加熱スタンド） 

⑦casting ingots preheating stands 

（鋳造インゴット予熱スタンド） 

⑧slow cooling pit（徐冷ピット） 

⑨scrap drying（スクラップ乾燥） 

⑩scrap preheating（スクラップ予熱） 
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（３） 洋紙製造業 

① ベンチマーク指標の現状・課題 

洋紙製造業のベンチマーク指標は、以下のとおり設定され、目標値は

6,626MJ/tとなっている。令和元年度定期報告における報告事業者数は１８者

であり、このうちベンチマーク達成は３者（16.7％）となっている。 

 

洋紙普通製造業ベンチマーク指標 

洋紙製造工程の洋紙生産量(t)当たりのエネルギー使用量 

 

ベンチマーク目標の水準が国内事業者の分布において、上位１～２割となる

事業者が満たす水準に設定されるものであることを踏まえると、水準感は適切

であるが、事業者間の変動係数が 0.445と他業種に比べて高く、ベンチマーク

達成事業者と未達成事業者との間に大きな差がある。 

この達成状況の差は、各社における再生可能エネルギー（以下、再エネ）※

の使用率の違いによるものであることが考えられる。 

※再エネ：黒液、廃材、廃タイヤ、バイオマス 等 

 

このため、令和元年度ベンチマーク報告事業者に対して、再エネの使用状況

や、製品構成などに関する実態把握調査 7を実施した。 

 

                                                   
7令和元年度の洋紙製造業ベンチマーク報告事業者（18 者）にアンケートを発出。データ

欠損等があった事業者を除外した 11 者のデータを使って分析を実施。また、回帰分析か

らは再エネ使用率が 0％の事業者を除外している。 
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その結果、下図の回帰分析のとおり、ベンチマーク指標（エネルギー消費原

単位）は、再エネの使用率により統計上約７０％説明可能であることがわかっ

た。 

 

② ベンチマーク目標の見直しの方針 

化石エネルギーの使用の合理化を目的としている省エネ法において、非化石

エネルギーである再エネの使用は評価されるべきであるが、導入コストや工場

の物理的な制約により、更に再エネの使用率を増やすことが困難な事業者も存

在する。 

こうした中、現在のベンチマーク目標値は、再エネを一定割合以上使用しな

ければ達成が困難な水準となっており、再エネを更に多く使用できない事業者

の省エネ取組が評価されづらくなっている。 

 

こうした状況を踏まえ、再エネを更に多く使用できない事業者についても、

省エネ取組を評価し更なる省エネを促すため、再エネの使用率を踏まえた補正

ベンチマークラインを設定し、同ラインを新たなベンチマーク目標として設定

することとした。 

補正ラインの設定に当たっては、どの程度の再エネを使用している場合であ

れば現在のベンチマーク目標（6,626MJ/t）の達成が可能かを実態面に照らし

て明らかにし、その再エネ使用率に満たない事業者に対して補正ラインが適用

されるようにすべきである。 

洋紙製造業ベンチマーク報告事業者への調査の結果、再エネの使用率が７

２％以上であれば、現在のベンチマーク目標を達成している事業者が存在する



23 
 

が、再エネ使用率が７２％未満の場合にはベンチマーク目標達成事業者が存在

せず、この場合には省エネ取組のみによる目標達成が困難であることが推測さ

れる。 

このため、下図のとおり補正ラインとベンチマークラインの交点を７２％と

設定し、再エネ使用率が７２％を超える場合には現在のベンチマーク目標値を

適用し、再エネ使用率が７２％未満の場合には補正ライン（事業者の再エネ使

用率に応じて決定する値）を適用することとし、省エネ取組と再エネ使用のい

ずれも評価する指標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たなベンチマーク目標値は、以下のとおり設定される。 

なお、ベンチマーク指標と併せて、再エネ使用率やその種類について毎年度

の定期報告書での報告を求め、再エネ使用率の継続的なフォローアップを実施

することとする。 

 

洋紙製造業ベンチマークの新たな目標値 

洋紙製造工程の洋紙生産量(t)当たりのエネルギー使用量 

・再生可能エネルギーの使用率が 72％以上の場合 

：6,626MJ/t以下 

・再生可能エネルギーの使用率が 72％未満の場合 

：(－23,664)×再生可能エネルギー使用率＋23,664 MJ/t以下 
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③ 国際的な観点からのベンチマーク目標の検証 

省エネ法ベンチマーク目標値が国際的な観点から妥当か検証するため、ＥＵ

－ＥＴＳの製品ベンチマークとの比較を行った。 

両制度で対象としているプロセスが異なるなど、単純比較は困難であるが、

試算上は、省エネ法の洋紙製造業のベンチマーク値は、ＥＵ－ＥＴＳの値と遜

色ない水準となっている。 

 

【省エネ法ベンチマーク値】   0.272 tCO₂/トン 

【ＥＵ－ＥＴＳベンチマーク値】 0.273～0.318 tCO₂/トン（第３フェーズの

値） 

 

※日本の洋紙製造業のベンチマーク目標値は、エネルギー消費原単位

（kl/t）であるため、EU-ETSと同様の tCO₂原単位に換算した。換算係数

は、総合エネルギー統計の紙の値より算出した。 

※省エネ法のベンチマーク目標値と EU-ETSの製品ベンチマークは、エネル

ギーのバウンダリーが完全に一致していない。また、EU-ETSはベンチマ

ーク値を算出する際にパルプ製造工程（上工程）を含まない。（日本は上

工程を含む。） 

 

（参考）ＥＵ－ＥＴＳの洋紙ベンチマークの基本情報 

ベンチマーク値 0.273～0.318 tCO₂/トン（下記 4種）（第３フェーズの

値） 

対象製品 新聞巻取紙 ：0.298 tCO₂/トン 

非塗工上質紙（情報用紙・包装用紙の一部） 

：0.318 tCO₂/トン 

塗工上質紙（情報用紙の一部） 

：0.318 tCO₂/トン  

衛生用紙  ：0.273 tCO₂/トン 

対象プロセス ①紙の生産設備 

②接続されたエネルギー変換ユニット（ボイラー等） 

③その他燃料使用プロセス 
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（４） 板紙製造業 

① ベンチマーク指標の現状・課題 

板紙製造業のベンチマーク指標は、以下のとおり設定され、目標値は

4,944MJ/tとなっている。令和元年度定期報告における報告事業者数は３２者

であり、このうちベンチマーク達成は７者（21.9％）となっている。 

 

板紙製造業ベンチマーク指標 

板紙製造工程の板紙生産量(t)当たりのエネルギー使用量 

 

ベンチマーク目標の水準が国内事業者の分布において、上位１～２割となる

事業者が満たす水準に設定されるものであることを踏まえると、水準感は概ね

適切であるが、事業者間の変動係数が 0.619と他業種に比べて高く、ベンチマ

ーク達成事業者と未達成事業者との間に大きな差がある。 

この達成状況の差は、各社における省エネ取組によるものだけではなく、製

品構成によってエネルギー消費原単位の異なる製造プロセスを通過することが

起因している可能性がある。 

 

 

このため、ベンチマーク報告事業者へ製造プロセス等に関する実態把握調査
8を実施し、各製品が通過するプロセスのエネルギー消費原単位の分析を行っ

た。 

                                                   
8令和元年度の板紙製造業ベンチマーク報告事業者（32 者）にアンケートを発出。データ

欠損等があった事業者を除外した 23 者のデータを使って分析を実施。 
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その結果、下工程において、製品によって異なる製造プロセスを通過するこ

とで、各社のエネルギー消費原単位に差が生じていることがわかった。具体的

には、以下のとおりである。 

 

【下工程（抄紙プロセス）のエネルギー消費原単位】 

〇段ボール原紙 

・ライナー          ：  5,709 MJ/t 

・中しん紙          ：  4,841 MJ/t 

〇紙器用板紙 

 ・白板紙           ： 10,400 MJ/t 

・黄板紙・色板紙・チップボール：  9,987 MJ/t 

〇その他の板紙 9         :  9,297 MJ/t 

〇その他の洋紙 10         ： 22,914 MJ/t 

 

② ベンチマーク指標の見直しの方針 

ベンチマーク制度は、事業者の省エネ取組・実績を評価するものであるとこ

ろ、製品の違いのように省エネ取組とは無関係な要素によって各社のベンチマ

ーク指標に差が生じている場合には、算定式の補正を行い、省エネ取組の状況

を正しく表す指標とする必要がある。 

 

このため、①の分析結果を踏まえて各事業者のベンチマーク指標の算定に当

たって、製品によるエネルギー消費原単位の違いを補正する。 

なお、補正に当たっては、各事業者が業界の平均的な製品構成になった場合

の値(推計値)に補正することとしている。また、補正の算定の際に用いる製品

ごとの固定値は、工場等判断基準の別表に定める。 

 

なお、各事業者のベンチマーク指標算定式を補正した場合でも、業界平均値

は低下しない 11ため、目標値の見直しは実施しない。 

 

 

 

                                                   
9 建材原紙、電気絶縁紙、食品用原紙及びその他の特殊紙等 
10 アンケート回答事業者の洋紙のうち、最も生産量の多い非塗工印刷用紙のエネルギー消

費原単位を採用 
11 補正係数を回帰分析によって得たことと、係数作成の際に使用した業界平均原単位が 5
年平均値であるのに対して、試算では 2019 年度報告値を採用したことが要因 
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板紙製造業ベンチマークの新指標 

 板紙製造工程の板紙生産量(t)当たりのエネルギー使用量×補正係数※ 

 

※ 業界の平均的な製品構成になった場合のエネルギー使用量 

÷ 各事業者の製品構成を考慮したエネルギー使用量 

 

③ 国際的な観点からのベンチマーク目標の検証 

 省エネ法ベンチマーク目標値が国際的な観点から妥当な水準となっているか

を検証するため、ＥＵ－ＥＴＳの製品ベンチマークとの比較を行った。 

両制度で対象としているプロセスが異なるなど、単純比較は困難であるが、

試算上は、省エネ法の板紙製造業のベンチマーク値は、ＥＵ－ＥＴＳの値と遜

色ない水準となっている。 

 

【省エネ法ベンチマーク値】   0.202 tCO₂/トン 

【ＥＵ－ＥＴＳベンチマーク値】 0.237～0.273 tCO₂/トン（第３フェーズの

値） 

 

※日本の板紙製造業のベンチマーク目標値は、エネルギー消費原単位

（kl/t）であるため、EU-ETSと同様の tCO₂原単位に換算した。換算係数

は、総合エネルギー統計の板紙の値より算出した。 

※省エネ法のベンチマーク目標値と EU-ETSの製品ベンチマークは、エネル

ギーのバウンダリーが完全に一致していない。また、EU-ETSはベンチマ

ーク値を算出する際にパルプ製造工程（上工程）を含まない。（日本は上

工程を含む。） 

 

（参考）ＥＵ－ＥＴＳの洋紙ベンチマークの基本情報 

ベンチマーク値 0.237～0.273 tCO₂/トン（下記 3種類）（第３フェーズ

の値） 

対象製品 テストライナーとフルート（ライナー・中しん紙） 

：0.248 tCO₂/トン 

色板紙等：0.237 tCO₂/トン 

白板紙 ：0.273 tCO₂/トン 

対象プロセス ①紙の生産設備 

②接続されたエネルギー変換ユニット（ボイラー等） 

③その他燃料使用プロセス 
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２．業務部門におけるベンチマーク制度の見直し 

ベンチマーク制度は、2009 年度よりエネルギー使用量の大きい産業部門から

導入したものであるが、2016 年度からは流通・サービス業といった業務部門に

まで対象を拡大した。さらに 2019年度からは、大学、パチンコホール、国家公

務が対象となった。 

 制度導入から３～５年が経過しており、それぞれのベンチマークが事業者の

省エネ取組を適切に評価するものになっているか、点検・見直しを行う必要があ

るため、今般、コンビニエンスストア業及び貸事務所業のベンチマーク指標・目

標値について議論を行った。 

 

 なお、産業部門同様、ベンチマーク指標及び目標の見直しに当たっては、以下

の方針・考え方を基本とする。また、ベンチマーク目標達成の目標年度は、産業

部門と同様に 2030年度とする。 

 

ベンチマーク指標の見直しの方針【再掲】 

1. 当該事業で使用するエネルギーの大部分をカバーできること 

2. 定量的に測定可能であること 

3. 省エネの状況を正しく示す指標であること（省エネ以外の影響要因

を可能な限り排除する） 

例：バウンダリーの違い、製品種類の違い、再エネ・廃熱の利用等 

4. わかりやすい指標であること（過度に複雑なものは不適切） 

 

ベンチマーク目標の水準の基本的考え方【再掲】 

1. 最良かつ導入可能な技術を採用した際に得られる水準 

2. 国内事業者の分布において、上位１～２割となる事業者が満たす 

水準 

3. 国際的にみても高い水準 
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（１） コンビニエンスストア業 

① ベンチマーク指標の現状・課題 

コンビニエンスストア業のベンチマーク指標は、以下のとおり設定され、目

標値は 845kWh/百万円となっている。令和２年度定期報告における報告事業者

数は１９者であり、このうちベンチマーク達成は９者（47.4％）となってい

る。 

 

コンビニエンスストア業ベンチマーク指標 

当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を 

当該店舗の売上高の合計にて除した値 

 

ベンチマーク目標の水準が国内事業者の分布において、上位１～２割となる

事業者が満たす水準に設定されるものであることを踏まえると達成事業者が過

半数に迫っており、見直しの検討が必要な状況である。 

このため、各事業者におけるベンチマークの状況等について調査・分析を行

ったところ、達成事業者の約７割（９者中６者）は、いわゆる駅ナカコンビニ

等を運営している事業者であり、大手コンビニエンスストアを運営する事業者

とのエネルギー消費原単位の差が大きい状況であることがわかった。 
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② ベンチマーク指標の見直しの方針 

ベンチマーク制度は、業種・分野別に上位１～２割の事業者が達成する水準

を定めることで、自社の省エネ取組が他社と比較して進んでいるのか、遅れて

いるのかを明確にし、進んでいる事業者を評価するとともに遅れている事業者

には更なる省エネ努力を促すものである。このため、ベンチマーク指標や目標

値は、業種・分野に加えて業態や規模等の違いを踏まえて設定されるべきであ

る。 

この点、①で示されたとおり、コンビニエンスストア業については、同一の

業界であっても、業態・規模が異なることにより、ベンチマーク達成事業者に

偏りが出てきている。こうした課題を踏まえ、ベンチマークの区分及び目標値

の見直しを行うこととした。 

 

ベンチマーク区分の見直しに当たっては、現在のベンチマーク報告事業者数

に変動を生じさせず、かつ、報告事業者の作業負担を増加させない観点から、以

下のとおり、通常コンビニエンスストアを主として運営する事業と小型コンビ

ニエンスストアを主として運営する事業でベンチマーク区分を分け、それぞれ

において目標値を新たに設定することとした。 

 

コンビニエンスストア業ベンチマーク新指標及び目標値 

【通常コンビニエンスストアを主として運営する事業】 

当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売

上高の合計にて除した値 ＝707 kWh／百万円※1 

 

【小型コンビニエンスストアを主として運営する事業】 

当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売

上高の合計にて除した値 ＝308 kWh／百万円※2 

 

※１ 業界で設定している低炭素社会実行計画における 2030 年目標値と

同様の水準 

※2 2017～2019年度報告の平均値から 1Σ控除した値 

 

なお、区分分けを行うに当たって、通常・小型コンビニエンスストアの定義や

事業者の報告方法について、以下のとおり明確化する。 

 

ⅰ）「通常コンビニエンスストア」及び「小型コンビニエンスストア」の定義 

通常コンビニエンスストアと小型コンビニエンスストアは、立地やエネルギ
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ー使用量、エネルギー使用機器のほか、店舗面積 100㎡を閾値として区分する

ことが可能 12である。 

定義を明確化する観点から、「通常コンビニエンスストア」の定義は「店舗

面積が 100 ㎡以上のコンビニエンスストア」とし、「小型コンビニエンススト

ア」の定義は「店舗面積が 100㎡未満のコンビニエンスストア」とすることと

した。 

 

ⅱ）通常コンビニエンスストアと小型コンビニエンスストアのいずれの店舗に

おいても事業を行っている場合の報告方法 

大手コンビニエンスストア運営事業者（日本フランチャイズチェーン協会会

員企業）における小型コンビニエンスストア（100㎡未満）の保有割合は、約

３～１７％であり、保有数は限定的であった。これを踏まえ、報告方法につい

て以下のとおりに整理することとした。 

 

類型 報告方法 

通常コンビニエンスストア数又は

通常コンビニエンスストアの電気

使用量の割合が事業全体の９０％

以上の場合 

「通常コンビニエンスストアを主と

して運営する事業」として、通常コン

ビニエンスストアと小型コンビニエ

ンスストアをまとめて１つの指標と

して報告する。 

小型コンビニエンスストア数又は

小型コンビニエンスストアの電気

使用量の割合が事業全体の９０％

以上の場合 

「小型コンビニエンスストアを主と

して運営する事業」として、小型コン

ビニエンスストアと通常コンビニエ

ンスストアをまとめて１つの指標と

して報告する。ただし、通常コンビニ

エンスストア分のエネルギー使用量

及び売上高を控除することも可能と

する。 

その他（通常コンビニエンスストア

数が事業全体の８９％、小型コンビ

ニエンスストア数が１１％の場合

等） 

「通常コンビニエンスストアを主と

して運営する事業」及び「小型コンビ

ニエンスストアを主として運営する

事業」として、それぞれの類型のコン

ビニエンスストアを区別して報告す

る。 

                                                   
12日本フランチャイズチェーン協会会員企業（６事業者）へのアンケート結果による。 
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 ※ベンチマークの対象事業者は、該当する区分でエネルギー使用量が年間

1,500kl以上の者 

  



33 
 

（２） 貸事務所業 

貸事務所業のベンチマーク制度は、平成２９年度の工場等判断基準ＷＧにて

議論が行われ、平成３０年度より導入された。制度開始初年度の報告をもって目

標値を見直すこととされていたことから、令和元年度の工場等判断基準ＷＧに

おいて見直しの議論を行い、令和２年度報告から目標値が引き上げられている。 

 

① ベンチマーク指標の現状・課題 

貸事務所業のベンチマーク指標は、以下のとおり設定され、目標値は１５％

となっている。令和２年度定期報告における報告事業者数は 216者であり、こ

のうちベンチマーク達成は３５者（16.2％）となっており、目標水準は適切で

ある。 

 

貸事務所業ベンチマーク指標 

当該事業を行っている事務所において 

「省エネポテンシャル推計ツール」によって算出される省エネ余地 

 

※ 省エネポテンシャル推計ツールに建物や設備の仕様・稼働状況、エネ

ルギー消費量、省エネ対策の実施状況を入力し、現状のエネルギー消

費量と、省エネ対策を可能な限り実施した場合のエネルギー消費量

（推計値）との差から、省エネ余地を算出 

 

（参考）省エネポテンシャル推計ツールのイメージ 

  

省エネポテンシャル推計ツールについては、報告事業者や関係業界等との意

見交換を実施する中で、以下のとおり評価方法や作業負荷に関する課題が指摘

されている。 

また、同ツールに基づくベンチマーク指標は、省エネの結果（エネルギー消

費原単位等）ではなく取組（ＬＥＤの導入等）を評価するものとなっており、



34 
 

他業種のベンチマーク指標と異なっている。この点、一部の有識者からは省エ

ネ法における評価指標としての適切性について指摘されている。 

 

省エネポテンシャル推計ツールの課題 

【評価指標（アウトプット情報）】 

・入力内容と評価結果の関係性が分かりづらい。 

・空調（ボイラー）や給湯の更新等といった、省エネ効果が大きいと想定

していた対策の省エネ評価が低く、納得感がない。 

 

【システム／入力負荷（インプット情報）】 

・建物構造や設備仕様によっては入力できない項目がある。 

・クラウド上で動作しないため、複数人で手分けして作業が出来ない。 

・情報収集や入力に時間を要した。 

 

 

② ベンチマーク指標の見直しの方針 

  以上の課題を踏まえ、貸事務所業のベンチマーク指標について、(ⅰ)現行

の省エネポテンシャル推計ツールの改善及び(ⅱ)原単位方式の導入の検討の

議論を行った。 

 

 （ⅰ）省エネポテンシャル推計ツールの改善 

  ベンチマーク報告事業者からの御意見等を踏まえ、それぞれの課題につい

て、以下のとおり改善を行った。 

省エネポテンシャル推計ツールについては、事業者の省エネ取組をより一

層評価・促進するために、引き続き改善を行う余地がある。例えば、ビルご

とに有効な省エネ対策を確認できるよう改善することで、運用管理者の更な

る省エネ取組を促進できる。また、ビルごとの省エネ取組状況を確認できる

よう改善することで、ビルオーナーが省エネ投資の判断を行いやすくなる。 

これらの継続的に改善すべき事項については、優先順位を検討の上で対応

していくべきである。 
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課題 対応状況 

作業負荷の軽減 
（入力項目の削減） 

 基準階入力の導入（同一様式の階をデフォ
ルトとしてまとめて入力可能とし、作業時
間を短縮） 
※基準階入力時にポテンシャル値が通常入
力に比べ有利にならないよう、計算結果
に 10％を加算 

 項目を省エネ効果０.５％以上（１５/５０
項目）に限定した場合、省エネ対策が進ん
だビルの評価が困難となるため、項目数削
減は見送り 

評価の妥当性 
（熱源機器(ボイラー等)の
更新等の省エネ対策効果
が低い） 

 熱源機器、照明、空調設備それぞれの省エ
ネポテンシャルの説明をマニュアル等に追
記 

省エネ取組の推進 
（ベンチマーク達成に向け
て実施すべき対策の提示） 

 省エネ対策の効果（目安）をマニュアルで
表示 

 

 

（ⅱ）原単位方式の導入の検討 

  原単位方式では、延床面積当たりのエネルギー消費量を基本としつつ、テ

ナント等の影響によりビルごとにエネルギー消費の実態が異なることを踏ま

え、一定の補正を行うことが必要である。また、指標の公平性を担保するた

めには報告対象範囲の明確化等が必要であり、以下のとおり整理を行った。 

 

（ア）ベンチマーク指標及び目標水準の設定 

  ベンチマーク指標及び目標水準の検討に当たって、貸事務所業ベンチマー

ク対象事業者へアンケート調査 13を行い、エネルギー消費量と延床面積の相

関関係を分析した。 

この結果、面積区分を問わず、延床面積当たりの平均エネルギー消費量は

同程度であり、面積区分を設けた場合と設けない場合ともに一定の相関が見

られた。（下図参照） 

 

 

 

                                                   
13 608 事業所から回答（回答率 30％） 
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（参考）エネルギー消費量と延床面積の関係 

 

 

 

 

 上記の分析では、面積区分を設けなくても一定の相関関係は見られるが、中

央値や近似直線の傾き（延床面積当たりのエネルギー消費量）では、３万㎡以

上の場合に値が大きくなっている。また、今回のアンケート調査は報告対象の

全事業者の数値をカバーしておらず、統計的な確からしさに課題がある。この

ため、新指標導入後初年度の報告値を踏まえ、指標を再精査する必要性が高

い。 

さらに、ベンチマーク報告対象事業者との意見交換においては、ビルの面積

により実施可能な省エネ取組に差がある等の意見が上がっており、今後更にき

め細かい指標の設定が求められている。 
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以上を踏まえると、事業所ごとの面積区分（１万㎡未満、１万～３万㎡、３

万㎡以上）を設けたベンチマーク指標にすべきであり、以下のとおりベンチマ

ーク指標及び目標値を設定することとした。 

同指標及び目標値については、令和３年度から運用を開始し、令和４年度報

告から原単位方式による報告を求めることとする。 

 

貸事務所業ベンチマーク新指標及び目標値 

「面積区分値(A)に面積区分ごとのエネルギー使用量（特殊なエネルギー

使用量※1を除く）を乗じた値の合計を、事業者全体のエネルギー使用量（特

殊なエネルギー使用量を除く）で除した値」 ＝1.00以下 

 

 

 

 

面積区分値(A)：「面積区分ごとの事業所におけるエネルギー使用量

（特殊なエネルギー使用量を除く）の合計量を面積区分ごとの延床

面積（特殊なエネルギー使用面積を除く）の合計量にて除した値を、

面積区分ごとに定める基準値にて除した値」 

 

 

※1 データセンター、貸研究施設、他のベンチマーク業種   

 

（イ）特殊なエネルギー消費 

アンケート調査の結果、延床面積当たりのエネルギー消費量が特に大き

い項目として「データセンター」及び「貸研究施設」が挙げられた。これ

らの施設はエネルギー消費原単位が著しく高く、ベンチマーク評価への影

響度が大きいため、以下のとおり「特殊なエネルギー消費」として定義

し、ベンチマーク指標の算定時に除外できることとした。14 

【データセンター】コンピュータやデータ通信のための装置を設置及び

運用することに特化した室 

                                                   
14 アンケートでのエネルギー消費原単位が平均±2Σ以上の施設 
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【貸研究施設】統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標

準産業分類に掲げる中分類 71学術・開発研究機関に

定める事業所又は研究所に分類される室 

 

（ウ）ベンチマーク指標に算入するエネルギー使用量 

貸事務所業の定期報告における原単位換算においては、テナント側がエネ

ルギー管理権原を有するコンセントや持込の空調・照明のエネルギー使用量

の算入は不要としている。他方、それらのエネルギー使用量を分けて測定で

きず、算入している事業者が多数存在している。 

ベンチマーク制度は、省エネの取組状況を業種・分野別に比較し、上位 

１０～２０％の事業者が達成する水準を目標値として設定することとしてい

るため、指標算定時に対象となるエネルギーの範囲は同一とし、公平性を担

保すべきである。 

このため、テナントにおけるコンセント等のエネルギー使用量は、貸事務

所運営者のエネルギー管理権原の有無にかかわらず、ベンチマーク指標の算

定時に含めることとする。 

なお、制度運用開始以降の定期報告を分析する中で、特定のテナントにお

けるエネルギー使用量が著しく多く、ベンチマーク指標への影響が大きい等

の課題が明らかになった場合には、指標の算定時に除外する施設（特殊なエ

ネルギー消費）を拡大することも検討する。 

 

（エ）複合用途ビルの共用部におけるエネルギー使用量 

共用部においても一定のエネルギーが使用されているため 15、貸事務所運

営者のエネルギー使用量としてベンチマーク指標の算定時に含めることとす

る。 

なお、複数の区分所有者がいる場合には、両者で協議の上、いずれか１者

が共用部全体を算入することとする。 

 

（オ）対象となるビルの用途 

現行の省エネポテンシャル推計ツールと同様、他のベンチマーク制度の評

価対象用途となっているテナント（ショッピングセンター、ホテル、百貨

店、食品スーパー、コンビニエンスストア）は、ベンチマーク指標の算定時

に除外できることとする。 

                                                   
15 日本ビルヂング協会連合会によれば、2019 年度の事務所ビルの平均エネルギー使用量

において、専用部(貸事務所)は 1496.7MJ／㎡・年、共用部は 1582.3MJ／㎡・年 
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また、貸事務所と共用部の面積が建物全体の５０％未満の建物（主たる用

途が貸事務所ではない建物）は、指標算定時に除外する。 

 

（カ）対象となるビルの規模 

小規模ビルにおけるエネルギー使用量や省エネ取組余地の実態、事業者の

作業負担等を踏まえ、ベンチマーク指標の算定時の対象外とする事業所面積

を設けることとする。具体的には、ベンチマーク指標の算定に当たり 2,000

㎡未満の建物※は除外する。 

※建築物省エネ法における大規模建築物の面積区分と同様 

 

なお、現在の定期報告においては、事業者の作業負荷低減の観点から、小

規模物件（エネルギー使用量が１５kl/年未満の工場等であり、かつ、事業者

全体の総エネルギー量の１％未満の範囲の工場等）のエネルギー使用量は実

測値ではなく、固定値（過去にエネルギー使用状況届出書又は定期報告書を

提出する際に用いた計測等の結果に基づく値）による報告が行われている。 

 

（キ）省エネ取組の評価（省エネポテンシャル推計ツールの扱い等） 

現行の省エネポテンシャル推計ツールは、各事業者における省エネの取組

状況を把握する指標として有効である。このため、原単位方式への移行後も

同ツールの運用は継続し、「ベンチマークの状況に関し、参考となる情報」

（定期報告書 特定第７表）として、任意で報告することを可能とし、ベンチ

マーク未達成である場合にポテンシャル値が一定水準以下であれば、省エネ

法執行（立入検査、指導・助言等）において勘案することとする。 

また、ＢＥＬＳ等 16の認証を受けている場合についても、同様に参考情報

として報告することを可能とする。 

 

 上記を含め、原単位方式への移行に向けた具体的な運用内容については、関

係者との意見交換等を踏まえ、継続的に見直しを検討すべきである。 

 

③ 国際的なオフィスビルの省エネ性能の評価指標 

  欧州や米国において、オフィスビルの環境性能・省エネ格付けは、不動産

価値を評価する上でも重要な指標の一つとされている。こうしたオフィスビ

ルの省エネ格付けの多くは、実績値（エネルギー消費/ＣＯ₂原単位）を重視

して評価している傾向にある。 

  今回の原単位方式の見直しにより、こうした国際的な制度との比較が行い

                                                   
16 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の関連制度（第三者認証制度） 
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易くなるため、今後のベンチマーク指標・目標値の点検・見直しの際に、参

考にすべきである。 

 

（参考）国際的なオフィスビルの省エネ・環境性能評価制度 
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３．省エネ法定期報告書のＷＥＢ化について 

（１） 背景 

省エネ法の特定事業者等が毎年度提出する定期報告書や中長期計画書は、現

在、紙による提出が大半であり、オンライン提出率 17は１７％となっている。 

これにより、経済産業省での報告内容の確認に時間を要し、事業者クラス分

け評価制度（ＳＡＢＣ評価）等の省エネ推進に係る分析等に時間差が生じてい

る。 

 
（２） 見直しの方針 

2022年度報告から、定期報告書等をＷＥＢツールにより作成し、そのままオ

ンライン提出することを可能とするシステムを構築する。（中長期計画書につ

いては 2023年度報告から運用開始） 

これにより、報告事業者は入力時のエラーを減少させることが可能となり作

業負荷を軽減することが期待される。また、経済産業省としても、入力情報を

直ちにＤＢ化することで、省エネ政策の効果分析等に繋げることが可能とな

る。 

 

（参考）現行システムと新システムの比較（イメージ） 

 

 

 

 

 

  
                                                   
17 2018 年度の定期報告 
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４．省エネ補助金の見直し 

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（省エネ補助金）は、工場・

事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等につい

て、支援対象や事業内容に応じて補助する事業である。 

 

令和元年度の工場等判断基準ＷＧでは、ベンチマーク制度等による省エネの

加速について議論を行い、事業者と政府における Plan, Do, Check, Act（PDCA

サイクル）の実施について、整理・検討がなされた。 

この中で、事業者は中長期計画書においてベンチマーク達成の見込や達成に

向けた投資計画等を記載すること（Plan）、政府が補助金等の支援を行い事業

者が省エネを実施すること（Do）、といった一連の取組の重要性が示され、中

間取りまとめにおいて 

『中長期計画書において、目標年度までにベンチマーク目標を達成する見込

み及びその投資計画等を記載できている場合には、補助金審査における優

遇措置を検討する』 

こととされた。同制度については、令和３年度からの運用開始を目指し、詳細

な検討を行ってきたところ。 

 

＜参考＞工場等判断基準ＷＧ中間取りまとめ抜粋（令和２年２月） 

Ｓクラスを２年連続で取得できてない場合であっても、中長期計画書におい

て、目標年度までにベンチマーク目標を達成する見込み及びその投資計画等

を記載できている場合には、補助金審査における優遇措置を検討するべきで

ある。 

 

こうした中、令和２年１１月に実施された行政事業レビュー（年次公開検

証）において、省エネ補助金について補助対象や要件を見直すよう指摘を受け

BM達成

BM未達成
ベンチマーク目標

・
・
・ ・

事業者A

事業者B

事業者C

事業者D

BM指標達成に向けて計画が
立てられている場合にも評価

努力

・
計画
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現状：Sクラスを2年連続で達
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た。これを受けて、令和３年度事業より省エネ補助金要件の大幅見直しを行う

必要性が生じた。 

 

＜参考＞令和２年秋の年次公開検証の取りまとめ（省エネ補助金関連抜粋） 

・規制をより活用することにより、予算を効率化できるかについて検討すべ

きである。 

・大企業への補助の必要性を踏まえた補助対象の見直し、･･･現行水準から

の省エネではなく、ベストプラクティスに合わせるなど、省エネ率の申請

要件の厳格化等を行うべきである。 

 
 
以上を踏まえ、経済産業省において関係省庁と調整の結果、省エネ補助金の

適用要件として、大企業については、省エネ法Ｓクラス事業者であること※又

は、ベンチマーク目標達成に向けた投資計画等を中長期計画書に記載すること

を申請要件とするなど、所要の変更を行うことについて事務局より報告があっ

た。 

※エネルギー消費原単位５年度間平均で年平均１%以上改善又はベンチマーク

目標達成事業者 
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参考資料 

１．電炉普通鋼のベンチマーク指標補正方法の例 

（１）上工程 

（前提条件） 

粗鋼生産量：210,000ｔ（炉外精錬あり：200,000t、炉外精錬なし：10,000t） 

エネルギー使用量：24,000kl  

 

①業界平均の上工程エネルギー消費原単位【固定値】と炉外精錬あり・なし別の

エネルギー消費原単位【固定値】及びそれぞれの粗鋼生産量【各社生産量】を

把握する。 

○平均値 0.126(kl/t)【固定値】 

○炉外精錬あり・なし別の原単位と粗鋼生産量 

・炉外精錬あり 0.132(kl/t)【固定値】  200,000(t)【各社生産量】 

・炉外精錬なし 0.117(kl/t)【固定値】   10,000(t)【各社生産量】 

 

②業界の平均的なプロセス構成になった場合の上工程エネルギー使用量（推計

値）を、各事業者の炉外精錬プロセスの有無を考慮したエネルギー使用量で割

り、補正係数を得る。 

0.126(kl/t) ×（200,000＋10,000）(t) 

÷{(0.132(kl/t)×200,000(t))+(0.117(kl/t)×10,000(t))}＝0.960 

 

③補正係数を事業者の現在の上工程エネルギー消費原単位に乗じて、炉外精錬

工程通過の有無による上工程原単位のばらつきを補正する。 

（24,000(kl)÷210,000(t)）×0.960 ＝ 0.109(kl/t) 

 

（２）下工程 

（前提条件） 

生産量（圧延量）：200,000ｔ（内訳は下表） 

エネルギー使用量：8,000kl  
 異形棒鋼 線材 平鋼 形鋼 H形鋼 鋼板 角鋼 丸鋼 

生産量（t） 

【各社生産量】 
70,000 30,000 0 50,000 0 0 0 50,000 

加重平均原単位（kl/t） 

【固定値】 
0.040 0.061 0.080 0.064 0.063 0.065 0.072 0.070 
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①業界平均のエネルギー消費原単位【固定値】と品種別のエネルギー消費原単位

【固定値】及びそれぞれの生産量【各社生産量】を把握する。 

○平均値 0.050(kl/t)【固定値】 

○各製品原単位と生産量 

 ・異形棒鋼 0.040(kl/t)【固定値】  70,000(t)【各社生産量】 

 ・線材   0.061(kl/t)【固定値】  30,000(t)【各社生産量】 

 ・形鋼   0.064(kl/t)【固定値】  50,000(t)【各社生産量】 

・丸鋼   0.070(kl/t)【固定値】  50,000(t)【各社生産量】 

 

②業界の平均的な品種構成になった場合のエネルギー使用量を、各社の品種構

成を考慮したエネルギー使用量で割り、補正係数を得る。 

0.050(kl/t)×200,000(t) 

÷{(0.040(kl/t)×70,000(t))+(0.061(kl/t)×30,000(t)) 

+(0.064(kl/t)×50,000(t))＋(0.070(kl/t)×50,000(t))} ＝0.883 

 

③補正係数を事業者の現在のエネルギー消費原単位に乗じて、製造品種の違い

による原単位を補正する。 

（8,000(kl)÷200,000(t)）×0.883 ＝ 0.035(kl/t) 
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２．電炉特殊鋼のベンチマーク指標補正方法の例 

（１）上工程 

（前提条件） 

  粗鋼生産量：28,000t 

  エネルギー使用量：11,200kl 

  炉の所有数：３基 

 

①各炉の粗鋼生産量及び溶解回数を把握し、炉容量を算出した後、25/ch未満の

炉については回帰式によって電力消費原単位を算出し、25t/ch 以上の炉につい

ては 0.641(MWh/t)を固定値として使用する。 
 粗鋼生産量(t) 溶解回数(ch) 炉容量(t/ch) 電力消費原単位(MWh/t) 

炉１ 20,000 625 32 0.641 

炉２ 6,000 1,500 4 0.881 

炉３ 2,000 1,000 2 0.994 

 

○各炉の炉容量 

炉１ 20,000(t)÷  625(ch) ＝ 32(t/ch) 

炉２  6,000(t)÷1,500(ch) ＝  4(t/ch) 

炉３  2,000(t)÷1,000(ch) ＝  2(t/ch) 

○電力消費原単位 

炉１ 32t/ch 0.641(MWh/t) 

炉２  4t/ch 1.1207×4(t/ch)＾(－0.1734) ＝ 0.881(MWh/t) 

炉３  2t/ch 1.1207×2(t/ch)＾(－0.1734) ＝ 0.994(MWh/t) 

 

②炉容量が 25t/chになった場合の電力消費量（推計値）を各事業者の 25t/ch未

満の炉における炉容量の違いを考慮した電力消費量で割り、補正係数を得る。 

0.641(MWh/t)×(20,000(t)+6,000(t)+2,000(t)) 

÷{(0.641(MWh/t))×20,000(t))+(0.881(MWh/t)×6,000(t)) 

+(0.994(MWh/t)×2,000(t))} ＝ 0.893 

 

③補正係数に 0.61 を乗じて 0.39 を足した値を事業者の現在の上工程エネルギ

ー消費原単位に乗じて、25t/ch未満の炉のエネルギー消費原単位を補正する 

（11,200(kl)÷28,000(t)）×(0.893×0.61＋0.39) ＝ 0.374(kl/t) 
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（２）下工程 

（前提条件） 

出荷量：27,800ｔ（内訳は下表） 

エネルギー使用量：13,000kl 

 

①事業者ごとに、各プロセスの作業量及び製造量を把握する。 

 作業量又は製造量(t)

【各社実績値】 

加重平均原単位(kl/t)

【固定値】 

エネルギー使用量(kl)

【各社実績値】 

自由鍛造（作業量） 10,000 ‐ 900 

二次溶解（作業量） 2,200 0.316 700 

磨帯鋼を製造する

冷間加工工程 

（作業量） 

3,500 0.166 600 

粉末製造と加工工

程（作業量） 
300 0.551 700 

 

②－１＜自由鍛造＞ 

２ヒート目以降のエネルギー使用量を算出する係数を作成する。 

((鍛造量：10,000(t))－(1ヒート目の装入量：3,330(t))) 

÷(鍛造量：10,000(t)) ＝0.667 

 

②－２＜自由鍛造＞ 

②－１の係数を自由鍛造プロセスのエネルギー使用量に乗じて、控除するエネ

ルギー量を算出する。 

900(kl)【各社実績値】×0.667 ＝ 600(kl) 

 

②－３＜自由鍛造以外＞ 

作業量又は製造量と各プロセスの加重平均原単位【固定値】を乗じて、控除する

エネルギー使用量を算出する。 

 ※エネルギー使用量の実績を超過した場合は、実績値を使用 

○二次溶解           2,200(t)×0.316(kl/t) ＝695(kl) 

○磨帯鋼を製造する冷間加工工程 3,500(t)×0.166(kl/t) ＝581(kl) 

○粉末製造と加工工程        300(t)×0.551(kl/t) ＝165(kl) 
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②－４ 

控除後のエネルギー使用量を、下工程全体のエネルギー使用量で割って補正係

数を得る。 

(13,000－(600+695+581+165))(kl)÷13,000(kl) ＝ 0.843 

 

③補正係数を下工程のエネルギー消費原単位に乗じて、原単位を補正する。 

(13,000(kl)÷27,800(t)) ×0.843 ＝ 0.394(kl/t) 
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３．板紙のベンチマーク指標補正方法の例 

（前提条件） 

  生産量：10,000ｔ（内訳は下表） 

  エネルギー使用量：60,000,000MJ（原油換算 1,570kl） 

 ライナー 中しん紙 白板紙 

黄板紙、色板

紙、チップ

ボール 

その他の 

板紙 

その他の 

洋紙 

生産量（t） 

【各社生産量】 
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 

回帰分析による推計

品種別原単位（MJ/t） 

【固定値】 

5,709 4,841 10,400 9,987 9,297 22,914 

 

①業界平均のエネルギー消費原単位【固定値】と品種別のエネルギー消費原単位

【固定値】及びそれぞれの生産量【各社生産量】を把握する。 

○平均値 7,706(MJ/t)【固定値】 

○各製品原単位と生産量 

 ・ライナー    5,709(MJ/t)【固定値】  2,000(t)【各社生産量】 

 ・中しん紙    4,841(MJ/t)【固定値】  2,000(t)【各社生産量】 

 ・白板紙     10,400(MJ/t)【固定値】  2,000(t)【各社生産量】 

・色板紙等    9,987(MJ/t)【固定値】    2,000(t)【各社生産量】 

・その他の板紙  9,297(MJ/t)【固定値】    2,000(t)【各社生産量】 

・その他の洋紙  22,914(MJ/t)【固定値】      0(t)【各社生産量】 

 

②業界の平均的な品種構成になった場合のエネルギー使用量を、各社の品種構

成を考慮したエネルギー使用量で割り、補正係数を得る。 

7,706(MJ/t)×10,000(t) 

÷(5,709(MJ/t))×2,000(t))+(4,841(MJ/t)×2,000(t)) 

+(10,400(MJ/t)×2,000(t))+(9,987(MJ/t)×2,000(t)) 

+(9,297(MJ/t)×2,000(t)) ＝0.958 

 

③補正係数を事業者の現在のエネルギー消費原単位に乗じて、製造品種の違い

による原単位を補正する。 

（60,000,000(MJ)÷10,000(t)）×0.958 ＝ 5,748(MJ/t) 
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４．貸事務所業のベンチマーク指標補正方法の例 

（前提条件） 

事

業

所 

面積区分 エネルギー 

使用量［GJ］ 

延床面積 

［㎡］ 

特殊なエネルギ

ー消費量［GJ］ 

特殊なエネルギ

ー消費面積［㎡］ 

１ Ⅰ:１万㎡未満 9,100 7,000 ― ― 

２ Ⅱ:１万㎡以上 

３万㎡未満  

12,000 15,000 ― ― 

３ 22,000 20,000 
  

４ Ⅲ:３万㎡以上 55,000 50,000 16,000GJ データセンター 

4,000㎡ 

 

①面積区分ごとに、エネルギー使用量（特殊なエネルギー使用量を除く）の合計

量を延床面積（特殊なエネルギー使用面積を除く）の合計量で除して、面積区

分ごとの原単位を算出する。 

 

②面積区分ごとの原単位①を、それぞれ面積区分ごとに定める基準値で除す。 

 

③面積区分値を、面積区分ごとのエネルギー使用量の合計量（特殊なエネルギ

ー使用量を除く）により加重平均する。 

区分Ⅰ：9,100［GJ］÷7,000［㎡］ 

＝1,300［MJ/㎡］ 

区分Ⅱ：(12,000＋22,000）［GJ］÷(15,000＋20,000) ［㎡］ 

＝971.4［MJ/㎡］ 

区分Ⅲ：（55,000-16,000）［GJ］÷（50,000-4,000）［㎡］ 

    ＝847.8［MJ/㎡］ 

面積区分値（区分Ⅰ）：1,300［MJ/㎡］÷  870［MJ/㎡］＝1.494 

面積区分値（区分Ⅱ）：971.4［MJ/㎡］÷  915［MJ/㎡］＝1.062 

面積区分値（区分Ⅲ）：847.8［MJ/㎡］÷1,063［MJ/㎡］＝0.798 

（面積区分値(区分Ⅰ)×エネルギー使用量＋面積区分値(区分Ⅱ)×エネルギ

ー使用量＋面積区分値(区分Ⅲ)×エネルギー使用量）÷各面積区分のエ

ネルギー使用量の合計値 

＝（1.494×9,100［GJ］+1.062×34,000［GJ］+0.798×39,000［GJ］） 

÷（9,100＋34,000＋39,000）［GJ］=0.98 ＜ 1.00 
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